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 各都道府県衛生主管部（局）医務・薬務主管課 御中 

 

 

 

               厚生労働省医薬食品局審査管理課  

 

  

厚生労働省社会・援護局       

障害保健福祉部精神・障害保健課 

 

 

 

リタリンを服用しているうつ病患者等への対応について 

 

 

 リタリン錠「チバ」及び１％同散「チバ」（以下、「リタリン」という。）のうつ 

に係る効能については、薬事・食品衛生審議会の議論を経て、本日、その削除を

承認したところであるが、リタリンを服用している２０歳代のうつ病の患者（女

性）が、今後、本剤を服用できなくなることを不安に感じ、自殺未遂を図ったと

の情報がある。 

 

 薬事・食品衛生審議会における議論においては、関係学会から、「難治性うつ病

に対する修正型電気刺激療法や気分安定薬併用療法、認知行動療法のほか、ドパ

ミン作動薬のオーギュメンテーション療法が確立しつつあり、ドパミン再取り込

み阻害剤の抗うつ効果の治験も進められているので、本学会理事会としては、リ

タリンの効能・効果から難治性うつ病及び遷延性うつ病の削除については以下の

一点（進行がんのうつ病、うつ状態）を除いて異議はありません。」との意見が提

出されたところである。 

 

 上記の情報については、その詳細は未だ不明であって、製造販売業者に調査す

るよう指示しているところであり、また、今後のリタリンの流通管理については、

別途通知したとおり、遅くとも平成２０年１月１日までに実施することとしてい

るところであるが、リタリンを服用しているうつ病等の患者の診療に携わってい

る医療従事者、医療機関、薬局等にあっては、他の薬剤や療法への切り替えに当

たり、患者に適切な説明を行うなど、十分な注意を払われるよう貴管下の医療機

関・薬局等に対して周知をお願いする。 


